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基調講演
税関発足150周年記念シンポジウム

WCO事務総局長 御厨邦雄

2022年11月25日
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 税関の国際機関（本部ブリュッセル・ベルギー 、1952年設立、当初17➡184加盟国・地域）

 御厨事務総局長（2009年～、アジア初）

 ３つのコア・ファンクション

 グローバル・スタンダードの設定

 税関間の協力

 キャパシティ・ビルディングの推進 2

世界税関機構（関税協力理事会）

HS条約
（1988年発効）

改正京都規約（1999
年採択・2006年発効）

SAFE基準の枠組
（2005年採択） 2

（WCOのロゴ） （設立70周年のロゴ）



国連テロ対策オフィス担当国連事務次長
(9/2022)

他の国際機関との協力推進

万国郵便連合（UPU）事務局長
(3/2022)

UNCTAD事務局長 (10/2022)

国連事務総長 (6/2021) インターポール事務総長 (10/2022)WTO事務局長 (10/2022)
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キャパシティ・ビルディング

日本の任意拠出金：第１位（人的貢献、及び2011～2021年累計金額ベース）

関税協力基金
（Customs Cooperation Fund）

税関能力向上、税関手続きの改善
事務局研修制度、留学制度、等

WCO-JICA合同プロジェクト

マスター・トレーナー・プログラム（人材育成）

分野：品目分類、関税評価、原産地、事後
調査、リスク・マネージメント、等
対象：アフリカ、大洋州島嶼国

個別プロジェクト

偽ワクチン対策、プラスチックごみ対策、
災害時の人道援助物資迅速通関、等
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税関を取り巻く環境①：サプライチェーン・レジリエンス

WTO – TFA
Global Value Chain

48%

Supply Chain Resilience

COVID-19 and supply chain disruption

脆弱な国境

人道援助物資 密輸

紛争と食料危機・エネルギー危機

5

International Conference on Central-South 
Asia Regional Connectivity
（於ウズベキスタン、7/2021）

ウクライナ・ゼレンスキー大統領と
（於ウクライナ、7/2021）



アフリカ大陸自由貿易圏 （African Continental Free Trade Area、AfCFTA)
 運用開始：2021年1月
 署名：アフリカ54カ国・地域

 事務局：アクラ（ガーナ）

税関を取り巻く環境②：地域統合

6AfCFTA閣僚会議 (7/2022)

Eタリフブック・原産地マニュアル
(8/2022)

AfCFTA事務局とのMOU (2/2022)



税関を取り巻く環境③：
E-Commerceによる大量貨物の到来

 EU税関改革
 税関の役割拡大

 税関の能力向上

 正確なデータの収集と共有

 Wise Persons Group報告書
（3/2022)
 2030年までに実施すべき10の提言

 欧州委が2022年末までに案を作成

＜Wise Persons Group報告書：10の提言＞
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• A package of reforms
• A new approach to data
• A comprehensive framework for cooperation
• Setting up a European Customs Agency
• Reforming and expanding the AEO scheme
• A new framework of responsibility and trust
• No more customs duty exemption threshold

of €150 for e-commerce
• A package of measures to green EU customs
• Properly resourcing, upskilling and equipping

customs administrations
• An annual estimate of the Customs Revenue

Gap



女性の関税局長・関税庁/歳入庁長官の数

 23名（13％、2018年） ➡ 31名（17％、2022年）

 Gender Equality & Diversity(GED)の推進

 WCO・税関GEDグローバル・ネットワーク

税関を取り巻く環境④：女性の活躍
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フランス関税局長（2/2022）

オランダ関税局長（左）
（10/2022）

WCO主催HSセミナー
（於モルドバ、6/2022)

ドイツ関税局長（1/2022）



今後の課題①：データの活用

 2022年のWCOテーマ
“Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing 
a Data Culture and Building a Data Ecosystem”

 WCOデータ戦略
 データ共有

 データ専門家間の連携強化

 能力強化

正確なデータに基づく税関行政

目指すべき税関の役割

Customs as a trusted advisor of Government
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2022年のWCOテーマの
ポスター



今後の課題②：環境

多国間環境協定における貿易措置
 ワシントン条約（絶滅危惧種）

 モントリオール議定書（オゾン層破壊物質）

 バーゼル条約（有害廃棄物：プラスチックごみ、電子ごみ等） 等

税関の貢献（Support the Green Transition）
 品目分類：Greener HS
 サーキュラー・エコノミー（貿易促進：リサイクル、リユース、修理・部品交換）

 「ごみ」か「リサイクル品」か

 トレーサビリティ
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WCOグリーン税関グローバル会議
（7/2022）



150周年を迎える日本税関への期待
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途上国税関への支援
（人的・財政的支援）

グローバル・スタンダード
（最新の経験の共有）

WCOの有効活用
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Thank you
税関発足150周年記念シンポジウム

WCO事務総局長 御厨邦雄

2022年11月25日



税関行政の将来像
～新たな環境変容・ニーズへの対応～

財務省関税局長 諏訪園 健司

税関発足150周年記念シンポジウム



Ⅰ EPA等の進展

Ⅱ AEOを巡る動き

Ⅲ 経済安全保障における取組み

Ⅳ １５０年のその先へ（１）

Ⅴ １５０年のその先へ（２）
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我が国ＥＰＡ等の現状

シンガポール（2002年11月（07年９月改正））、メキシコ（2005年４月（12年４月
改正））、マレーシア（2006年７月）、チリ（2007年９月）、タイ（2007年11月）、
インドネシア（2008年７月）、ブルネイ（2008年７月）、ＡＳＥＡＮ（2008年12月、
（2020年８月改正））、フィリピン（2008年12月）、スイス（2009年９月）、ベトナム
（2009年10月）、インド（2011年８月）、ペルー（2012年３月）、豪州（2015年１
月）、モンゴル（2016年６月）、 ＴＰＰ11（2018年12月）、ＥＵ（2019年２月）、
米国（2020年１月）、英国（2021年１月） 、ＲＣＥＰ（2022年１月)

発効済
（20）

署名済
（１） ＴＰＰ12（2016年２月）

（外務省ＨＰより抜粋）

（2022年６月現在）
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○ 税関ホームページの利便性向上及び参考資料や動画コンテンツの充実等による情報発信の強化
○ 事業者のニーズに沿った説明会の開催による理解の促進
○ 輸出相談窓口の設置やEPA相手国に関する情報の充実による輸出者支援
○ ヒアリングやアンケートを通じたニーズの把握

具体的な取組

RCEPが発効したことにより、我が国の貿易総額に占めるEPA等発効済の国・地域との貿易額の割合が約８割
となった。
EPAの利用機会の更なる拡大が見込まれることを踏まえ、より一層の利用促進に向けた支援が必要。

EPA利用促進に向けた取組

【利便性の向上】

EPA関連の情報を集約

【コンテンツの充実】

YouTubeの活用リーフレット等の充実
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原産地証明書（CO）の電子化（データ交換）について

○ 我が国締結のEPAの原産地証明手続：
自己申告制度を導入済の一部のEPAを除き、電子化されておらず、紙原本の
提出が求められるため、リードタイムへ影響が生じている。
○ 産業界からの原産地証明書の電子化に対するニーズ：
EPAの利用が多いASEAN各国の税関当局におけるCOのPDFによる受理
及びCOのデータ交換への期待
○ COデータ交換のメリット：
PDFによる受理よりもさらに迅速なやり取りが可能であることやCOの真正性
が確保される。ASEAN域内国間においてはCOデータ交換実施済み

総合的なTPP等関連政策大綱（2020年12月8日改訂）
「原産地証明書等のデジタル化を含む貿易に係るビジネス環境の整備に取り組む。
その際には相手国の制度等を考慮する。」

デ
ー
タ
交
換
（
イ
メ
ー
ジ
）

輸入者

日本税関相手国の発給機関

発給

輸出国

申請

輸入国

発給機関（日本商工会議所）

輸出者

相手国税関

輸 出

輸出者

輸入者 輸出国輸入国

データ交換
（システム対応）

輸 出

CO
情報

輸
入

申
告

CO
情報

発給 申請申 輸
告 入

NACCS

 2021年から、インドネシア、
タイ、ASEANとの協議を
開始。

 データ交換に必要な項目
や接続方法について国内
関係省等とも協議を進め、
必要な検証を経て早期の
データ交換開始を目指す。
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○ 2021年２月の加入要請後、同年６月ＴＰＰ委員会（閣僚級）で加入手続開始が決定。
○ 2021年９月28日から加入作業部会（議長：日本）を開催。英国が高いレベルのルールを遵守できる
かの確認作業を実施中。
本年２月18日以降、市場アクセスを含む包括的な交渉プロセスへ移行。

【ＴＰＰ委員会決定に基づく英国のＴＰＰ加入手続の流れ】

④

委
員
会
承
認

①
加
入
要
請

T
P
P
委
員
会

加
入
作
業
部
会

③
英
国
及
び
各
締
約

国
で
の
国
内
手
続

⑤
正
式
加
入

１．英国のCPTPP加入交渉

○ 中国、台湾、エクアドル、コスタリカが加入要請済。

２．CPTPP加入要請済の国・地域

ＴＰＰ11（CPTPP）に関する最近の動き

②



6

インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ）

○ 2022年５月23日、米国が、バイデン大統領訪日時に、枠組みの立上げを発表。
○ 2022年９月９・10日、閣僚級会合を開催（於：ロサンゼルス）。以下の４つの柱に関する閣僚声明を発出。

１．経緯

○ 参加国：日・米・豪・ブルネイ・フィジー・インド（柱①を除く）・インドネシア・韓国・マレーシア・NZ・フィリピン・
シンガポール・タイ・ベトナム（14カ国）

○ 交渉分野：以下の４つの分野を柱として協力の枠組みを構築。

柱③クリーンな経済 柱④公正な経済柱①貿易
•エネルギー安全保障及びエ
ネルギー移行

•優先部門の温室効果ガス
排出削減

•持続可能な土地、水及び海
洋の解決策

•温室効果ガス除去のための
革新的技術

•クリーン経済への移行を可能
にするインセンティブ

•重要分野及び物品の基準の
策定

•重要分野と物品における強靭
性及び投資の増加

•情報共有及び危機対応のメ
カニズムの構築

•サプライチェーンにおける物流
管理の強化

•労働者の役割の強化
•サプライチェーンにおける透明
性の向上

•労働
•環境
•デジタル経済
•農業
•透明性及び良き規制慣行
•競争政策
•貿易円滑化
•包摂性
•技術支援及び経済協力

•腐敗防止
•税
•キャパシティ・ビルディング及び
イノベーション

•協力、包摂的な連携及び透
明性

柱②サプライチェーン

２．ＩＰＥＦの概要



Ⅰ EPA等の進展

Ⅱ AEOを巡る動き

Ⅲ 経済安全保障における取組み

Ⅳ １５０年のその先へ（１）

Ⅴ １５０年のその先へ（２）



我が国の認定事業者（AEO：Authorized Economic Operator ）制度

国際標準に則ったAEO制度を導入（平成18年3月）
・ 財務省・税関と民間事業者とのパートナーシップの構築
・ 国際物流の一層の円滑化とセキュリティ確保との両立

⇒ 我が国の国際競争力を強化 （その後、対象事業者、メリットを順次拡大）

国際競争力向上等のため
税関手続簡素化等の物流円滑化の推進

米国で発生した同時多発テロ以降、各国にて
国際物流におけるセキュリティ対策の強化 背景

２．税関は、ＡＥＯ事業者に対して、適正な税関手続と貨物管理を行う者
として、簡素化・迅速化した税関手続を提供 (※2)

１．ＡＥＯ制度に参加する事業者は、自社が関与する物流において
① 税関手続等に関する法令を遵守すること （コンプライアンス遵守）
② 取扱貨物の安全を確保していること （セキュリティ管理）
を税関と共にあらかじめ確認 (※１)

ＡＥＯ制度とは

運送者

保税地域

通関業者

輸出入者

税 関

製造者
倉庫業者

Authorized
Economic
Operator
Program

パートナーシップ税 関

ＡＥＯ制度の対象となる事業者（計735者）

製造者

－

（令和4年8月30日現在）

輸出者

233者

倉庫業者

144者

運送者

8者

通関業者

251者

輸入者

99者

○ 貨物、輸送、敷地等のセキュリティ確保

○ 内部監査

○ 委託先管理

○ 税関との連絡体制、社内連絡体制

○ 教育・訓練の体制

※1 ＡＥＯ制度が求める具体的要件例

AEO事業者が取り扱う貨物には、「盗難・すり替え・
差し込み」がされない体制整備が必要

※2 ＡＥＯ事業者に対する緩和措置例

○ 輸入手続：貨物の国内到着前に輸入許可を受けることが

可能

○ 輸出手続：貨物が自社倉庫等にある状態で輸出許可を

受けることが可能

○ 保税運送手続：運送ごとの保税運送承認が不要

○ 新たな保税蔵置場等を設置する場合、税関の許可が

不要（税関への届出のみ）

○ 税関に届け出た倉庫等における保税地域許可手数料が
免除

○ 貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関官署にも輸
出入申告を行うことが可能。
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• ＡＥＯ相互承認とは、相手国のＡＥＯ制度を相互に承認することにより、相手国のＡＥＯ
事業者の輸出入貨物に対し、自国における通関手続を行う際に便益を与えることを認め、二
国間の一層の安全かつ円滑な物流を目指す仕組み。

• 現在、我が国は米国、ＥＵを含む13の国・地域（※）との間で相互承認を実施。
（※）ニュージーランド・米国・EU・カナダ・韓国・シンガポール・マレーシア・香港・中国・台湾・オーストラリア・英国・タイ

AEO相互承認

≪AEO相互承認の効果（日本からの輸出の例）≫
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Ⅰ EPA等の進展

Ⅱ AEOを巡る動き

Ⅲ 経済安全保障における取組み

Ⅳ １５０年のその先へ（１）

Ⅴ １５０年のその先へ（２）
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○ 昨今、経済安全保障上の脅威への対処が、政府全体として、重要な政策課題となっている。
 経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定) 

- 国家安全保障局を司令塔とした、関係府省庁を含めた経済安全保障の推進体制の強化
- インテリジェンス能力を強化するため、情報の収集・分析等に必要な体制を整備

 総理所信表明演説（令和3年10月8日）
「新たに設けた担当大臣の下、戦略物資の確保や技術流出の防止に向けた取組を進め、自律的な経済構造を実現します。」

○ 政府全体の方針を踏まえ、関税局・税関として、以下の取組みを進めている。
① 関係機関及び民間事業者との連携を強化し、不正輸出に関する情報の収集を促進して集約するとともに、情報分析

を強化する。
② 適正な輸出通関の徹底を図るとともに、輸出された貨物に関する事後調査の充実を図る。

税関の事後調査を端緒に発覚し
た事案20％

外為法違反発覚の端緒分類別割合
（令和３年度経済産業省資料）○ 外国為替及び外国貿易法に基づく輸出規制に該当する貨物については、輸出を

許可するにあたり、経済産業大臣の輸出承認等の証明がなされているかを確認。
○ 輸出規制に該当しない貨物として申告された場合であっても、輸出申告の内容や
経済産業省からの情報提供等に基づき、輸出規制の該非について厳格な審査及
び必要な貨物確認を行うとともに、輸出申告の適正性を確認するための輸出者に
対する事後調査を実施。

○ 加えて、軍事転用のおそれのある製品や技術等の流出につながる不正輸出を防
止するための情報収集・分析を実施。

（注）2021年の輸出許可件数は、2千７百万件（前年比23％増）

経済安全保障上の脅威の高まり
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ロシア等に対する経済制裁について

○ 本年３月11日、Ｇ７首脳声明において、ロシアへの最恵国待遇撤回に努めるとの声明を発出。
（参考） 最恵国待遇とは、貿易相手国の産品に対して、第三国に与えている条件よりも不利にならない待遇を与えることをいう。

○ ロシアに対するＷＴＯ協定税率の適用を撤回し、基本税率（暫定税率の適用があるときは暫定税率）の適用を
可能とするため、関税暫定措置法を改正（４月20日成立、翌21日施行）。

（注） ロシアに対する当該措置の期限は令和５年３月31日となっているため、延長する場合は政令改正が必要となる。

○ 本年２月下旬に始まったロシアによるウクライナ侵略に対し、G７各国を中心に、ロシアやベラルーシに対する制裁の
一環として、輸出入禁止措置を実施。

○ 我が国としては、外国為替及び外国貿易法により、ロシアやベラルーシの軍事関連団体に対する輸出禁止措置や、
ロシアに対する奢侈品、半導体、量子コンピューター等の輸出禁止措置、アルコール飲料、木材、機械類・電気機
械及び貴金属の輸入禁止措置を、２月下旬より順次実施。

○ ロシア等に対する経済制裁を強固なものとするため、関係省庁等と緊密に連携しつつ、これらの措置の実効性を確
保していく必要がある。

○ 税関においては、輸入される貨物に対する適正な関税率の適用のための原産地の確認を行うとともに、輸出又は輸
入される貨物について外国為替又は外国貿易法に基づく経済産業大臣の承認が必要とされるか否かの確認を行う
など、厳格な水際取締りを実施。

１．ロシア等に対する輸出入禁止措置

２．関税における最恵国待遇の撤回

税関の対応



Ⅰ EPA等の進展

Ⅱ AEOを巡る動き

Ⅲ 経済安全保障における取組み

Ⅳ １５０年のその先へ（１）

Ⅴ １５０年のその先へ（２）
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スマート税関構想をベースとしつつ、新たな環境変化に対応できるよう、新規施策を検討し、
税関発足150周年を機に取りまとめる予定

スマート税関構想を取りまとめ後においても、モノ・ヒト・カネの流れの趨勢的な拡大に加え、
・ 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化
・ 越境電子商取引の拡大による輸入貨物の急増等によるサプライチェーンの変化の加速
・ 民間部門のデジタルトランスフォーメーションを含む経済社会全体のデジタル化の急速な進展
・ 経済安全保障上の脅威への対処を含む新たなニーズの出現
など、内外のダイナミックな構造変化の流れを受けて、大きく変化

 新たな環境変化へ対応するとともに新たなニーズも的確に捉え、新たな施策に取り組む必要
 「スマート税関構想」を構想に留めることなく、スマート税関を実現していくことが重要

【参考】 新たな環境変化に伴い多様化・複雑化する税関業務への対応の必要性について、関税・外為等審議会答申で指摘（2021年12月）

税関を取り巻く新たな環境変化

今後の取組

新たな環境変化への対応



15

スマート税関の実現に向けた今後の取組

Solution
（利便向上策）

Multiple-Access
（多元連携）

Resilience
（強靱化）

Technology＆Talent
（高度化と人材育成）

～貿易の健全な発展と安全な社会、そして豊かな未来を実現するために
世界最先端の税関（スマート税関）を目指します～

税関行政の中長期ビジョン『スマート税関構想2020』
必
要
に
応
じ
て
、

ス
マ
ー
ト
税
関
の
実
現

利便向上策
に資する施策

多元連携
に資する施策

強靱化
に資する施策

高度化と人材育成
に資する施策

構
想
の
見
直
し

施
策
の
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド

『スマート税関構想2020』
【2022.秋 公表予定】

継

続

施

策

新

規

施

策

【2020.6 公表】

税関を取り巻く環境の変化

（ 『スマート税関構想2020』 施策のアップグレード ）

15
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主な施策・取組状況

【参考１】税関行政の中長期ビジョン「スマート税関構想2020」

税関を取り巻く今後の環境変化を見据え、AI等先端技術を活用し、業務の一層の高度化・効率化を進めるとともに、
利用者への一層の利便向上を図る等により、「世界最先端の税関（スマート税関）」の実現を目指す税関行政の中
長期ビジョン（2020年６月に取りまとめ、公表）

税関手続における利便性の更なる向上のため、
・ 入国旅客に係る納税手続において、クレジットカード決済等によるキャッシュレス納付を可能に
・ 相談対応の利便向上のためチャットボットの導入や税関ホームページの検索機能を改善 等

水際取締りの強化と貿易円滑化の両立を一層進展させるため、関係機関、貿易係事業者等
とのパートナーシップを強化。特に、関係業界との間では、定期的な意見交換を実施。

社会構造の変化、災害リスク等に備えつつ、税関行政を維持・発展させるため、
・ 柔軟な働き方のための環境整備として、テレワーク環境を充実
・ 海岸線等における効率的・効果的な監視取締りのため、ドローンを活用 等

AI等の先端技術により、税関業務を高度化させるため、
・ AIによるX線画像審査支援等、税関業務へ先端技術を積極的に導入

Solution（利便向上策）

Multiple-Access（多元連携）

Resilience（強靱化）

Technology＆Talent（高度化と人材育成）

概 要
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【参考２】スマート税関構想2020の主な進捗

01 税関手続の一層のデジタル化

02 相談対応の利便性の更なる向上

 電子申告ゲートの増配備  納税のキャッシュレス化

 税関チャットボット
による相談対応

24時間365日、スマホ等
で相談できます

入国時の税関手続による
待ち時間が解消されます

 EPA利用者支援

帰国時、税関にて関税等を現金以
外で納付できるようになります

制度の利用が
促進されるよ
うに支援を行

います

01 関係機関・事業者との更なる連携

貿易円滑化が一層進展されます

 貿易関係の業界団体等との意見交換
 他国税関との連携

01 災害等非常時に強いシステムの導入

02 海岸線等の監視取締りにおける先端技術の活用

 テレワーク環境の整備

 ドローンによる取締り

より安全・安心な社会の実現に繋がります

01 先端技術の積極的な導入･利活用
 AIによるX線画像審査支援
 RPAの活用

効果的・効率的な取締り等の
実現に繋がります

災害等非常時でも税関業務への影響を
最小限にとどめます

olution S （利便性の向上）

Ultiple-M ccess A （パートナーシップ強化）

echnology&Talent T （先端技術の活用と人材育成）

esilience R （しなやかで頼もしい税関へ）



Ⅰ EPA等の進展

Ⅱ AEOを巡る動き

Ⅲ 経済安全保障における取組み

Ⅳ １５０年のその先へ（１）

Ⅴ １５０年のその先へ（２）
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ＷＣＯ（世界税関機構）の最近の取組の一例

○ 2022年6月に開催されたWCO総会（於：ベルギー・ブリュッセル）において、2022年7月からの3年間を対
象とする新たなWCO戦略プランを承認。

○ 重点的に取り組む分野
 技術と創造（主にデータの活用及びデジタル化の推進）
 グリーン化（環境保護の推進と循環型経済への対応）

WCO戦略プラン（2022-2025）

○同WCO総会では、「データ戦略」についても議論・承認され、以下の項目を柱として、新たに設置されることと
なったデータ作業部会を中心に取組を進めていくこととされた。
 国際的なデータの共有（グローバルな統計情報の充実等、匿名化された情報の交換方法等）
 技術革新の活用を最大化するための税関、民間、学者の専門家コミュニティ構築
 途上国税関に対するデータを活用する組織への移行支援（キャパビル、EBPMの浸透）

データ戦略

○ 2018年に「Eコマース基準の枠組み」を策定し、継続的に見直しを実施。
○ 税関に共有される情報の拡充に向け、Eコマース・プラットフォーマーを含む民間ステークホルダーを交えて、協

力の在り方について議論。

Eコマース（電子商取引）への対応
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技術シーズの動向把握（WCOテクノロジーカンファレンスへの参加 ）

技術シーズの動向把握

WCOテクノロジーカンファレンスの概要

• 国際貿易やセキュリティ対策における最新の技術の活用状況を、税関
及び民間の双方が共有し、更なる貿易円滑化と効果的な取締の方策
を模索するために、毎年１回開催されるもの。

• 税関当局の他、検査機器メーカー、システムベンダー等が多数参加
（参加登録1,000名以上）。

• 税関のデジタル化の加速の重要性や、AI等先端技術を活用した不正薬物対策の高度化・効率化の必要性
について、各国とも共通の認識。

• 諸外国の税関当局から、ドローンやビッグデータ解析の活用状況等について紹介。
• ベンダー等から、大気光線断層撮影による不正薬物等検知の開発状況や、輸出国の検査画像データを輸
入国税関に提供するシステムなど、新技術について情報収集。

• 我が国から、AIを活用したＸ線画像審査支援にかかる開発経緯等について紹介するとともに、ベンダー等との
協力の重要性について強調。

• 今後もWCO等を通じて、諸外国の最新の技術シーズの動向を把握するとともに、我が国への導入の可否等に
ついて検討。

今後の取組
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○ 経済的・地理的に結び付きの強いASEAN諸国を重点としつつ、 各地域の特性に応じた支援を実施。
○ JICA及びWCO（世界税関機構）等の国際機関との協調により効果的な支援を実施。
○ 新型コロナウイルス感染症に対する水際措置の状況も踏まえつつ、令和４年度から対面による支援を
段階的に再開。

関税技術協力

【受入研修】
日本で開催するセミナー等に開発途上国税関
職員を受入れ
（例） アジア等の税関職員15名程度を受け入れ、税
関研修所や税関での講義・視察を実施。参加者は各国
が抱える課題に対してアクションプランを作成。

【専門家派遣】
支援対象国で開催するセミナー等に日本税関職
員を派遣
（例） WCO及びJICAと連携して実施している、アフリカ
地域及び太平洋島嶼国の税関職員を対象に、指導教官
となる職員を育成するマスタートレーナープログラムに、日本
税関職員を専門家として派遣。

【JICA長期専門家】
JICAの予算を活用し、２～３年程度の期間、
支援対象国に日本税関職員が専門家として常
駐
（例）マレーシアにおける税関分析所の設立及び円滑
な運用に向けた支援、タイ税関における人材育成能力
強化に係る支援を実施。

※ 令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、対面での実施ができなかったものの、オンラインによる技術
協力を60件実施。

主な実施形態と実施例



22

○ RILO・APの日本ホストにより、
・ 関係国・地域間の情報の拠点（ハブ）となり、情報収集ネットワークの強化
・ AP地域の取締り強化策を取り仕切れることから、日本の時々の関心事項に合った情報収集
・ 税関のインテリジェンス分野における日本のプレゼンスの向上
といった効果が期待でき、効果的・効率的な取締りが可能となる。

期待される効果

○ RILO（Regional Intelligence Liaison Office）
・ 密輸情報交換の促進のための世界税関機構（WCO）の地域オフィスであり、世界に12個所。
・ 日々の情報交換の他、地域レベル、全世界レベルの密輸取締り強化策を企画・実施。
・ 日本が参加するアジア大洋州地域情報連絡事務所（RILO・AP）は、現在、韓国税関がホスト。
（任期：～2023年12月）

○ 本年5月18・19日にインドネシア・バリで開催されたWCOアジア・大洋州（AP）地域 関税局長・長官会合
において、RILO・APの日本ホストが決定。
（今回の決定による日本の任期は2024年１月から2027年12月までの４年間）

概要

WCOアジア・大洋州地域情報連絡事務所（RILO・AP）の日本招致

○ 情報の拠点（ハブ）として機能すべく、WCO及びAP地域の税関当局との関係強化、税関分野における国際
協力の推進に引き続き取り組む。

今後の取組

























(一社)日本通関業連合会 会⾧ 岡藤正策

1

税関発足150周年記念シンポジウム



1. （一社）日本通関業連合会の概要

2. 通関業・通関士を取り巻く環境の変化

3. 通関業・通関士の今後の在り方

アウトライン
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１．(一社)日本通関業連合会の概要
～主な関税制度の変遷と連合会の歩み～

1800 年代

税関発足
「税関」に呼称統一

明治５年

7272

日本通関業会
連合会
昭和４３年

1900 年

関税法、
関税定率法施行

明治32年

9999

2000年

関税協力理事会
（CCC）加盟

昭和39年

全国税関貨
物取扱人連
合会設立

昭和22年

0606

AEO制度
導入

平成18年

一般社団法人
日本通関業
連合会

平成25年

1313

現 在
会員数５２者

団体 ９
個人４３

税関150周年
令和4年

2222

4747

社団法人
日本通関業
連合会

平成6年

6８6８ 9494

申告官署の
自由化

平成29年

Air-NACCS
稼働

昭和58年

通関業法施行
昭和42 年

申告納税制度
導入

昭和41年

66
67
66
67

7878

0808

1717

関税法、
全部改正

昭和29年

Sea-NACCS
稼働

平成3年

6464

認定通関業者
制度
導入

平成20年

9191
5454
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１．(一社)日本通関業連合会の概要
～関税局・税関とのパートナーシップの現状～

4

財務省関税局 日本通関業連合会

税 関 各地区通関業会

• 意見交換会の開催

• 密輸防止に関する覚書（MOU）締結

• 密輸関連情報の交換

• 意見交換会の開催



2.通関業・通関士を取り巻く環境の変化
新型コロナウイルスのパンデミック
東日本大震災(2011年)、台風21号による関西空港冠水(2018年)等
大型自然災害多発

サプライチェーンの寸断、混乱
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2.通関業・通関士を取り巻く環境の変化
自由貿易・経済連携協定(EPA/FTA)の拡大
米中貿易摩擦による追加関税措置
経済安全保障の確保
人権デューディリジェンスへの取組み 等

通関業務の複雑化、困難化

6



2.通関業・通関士を取り巻く環境の変化
航空貨物運送状(AWB)、船荷証券(B/L)等の電子化
貿易業務のペーパーレス化、デジタル化
第７次NACCS更改

各種プラットフォームとNACCSの連携要望の拡大

7



３．通関業・通関士の今後の在り方

 通関業務のプラットフォーム“NACCS”を核に通関業のDX,GX
を推進
安定と信頼のプラットフォーム“NACCS”から世界と繋がるプラットフォームへ
 NACCSを核に通関業務のDX、GXを推進

 魅力ある通関業・通関士を目指して
～通関士のスキルアップ、ダイバーシティ推進でイノベーション～
今後、通関業務は付加価値のついたサービスへ指向
通関士のスキルアップ、リスキリング等、人材開発の強化
 ダイバーシティの推進による魅力ある業界、イノベーションの促進

 税関のパートナーとして更なる深化
今後とも税関のパートナーとして世界に誇れる通関業会を目指す

8



プラットフォームとしてのNACCSの役割

税関発足150周年記念シンポジウム

大転換期にある世界貿易と税関 ～官民パートナーシップの将来像～

2022（令和４）年11月25日

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社



◆ 社 名 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

◆ 設立時期

- 1 -

2008年10月１日（独立行政法人通関情報処理センターを解散し設立）

※根拠法：電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律

◆ 沿 革 航空貨物通関情報処理センター：1977（昭和52）年～

独立行政法人通関情報処理センター：2003（平成15）年～

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社：2008（平成20）年～

（NACCSにより）

• 行政手続の迅速化・効率化やぺ－パ－レス化等により官民双方のお客様の事務負
担軽減等が図られます。

ＮＡＣＣＳとは

Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System
＝ 輸出入・港湾関連情報処理システム ＝

輸出入貨物の通関関連手続や船舶／航空機の入出港関連手続をオンライン
で処理するシステムです。



NACCSで処理できる輸出入等関連手続 –NACCSは総合物流情報プラットホーム-

３．NACCSの概要②

- 2 -



これまでのシングルウィンドウの歩み

- 3 -



世界をつなぐプラットフォームNACCS

「企業理念」
私たちは、お客様と共に歩み、「人・物・国」をつなぐＮＡＣＣＳを通じて、国際物流の発展に貢献します

ＮＡＣＣＳは1978年の運用開始より、港湾・空港における利便性・信頼性・経済性の高い効率

的な「総合物流情報プラットフォーム」として進化してきました。

引き続き、我が国における国際物流・国際貿易の動向を踏まえつつ、基幹システムとしてのＮＡ

ＣＣＳの中長期のあるべき姿を視野に入れながら、関連する他の「デジタルプラットフォーム」との

連携やペーパーレス化、更なるデジタル化の検討を進め、より利便性の高い「総合物流情報プラ

ットフォーム」の構築に努めます。

- 4 -



経営基盤の強化

新たな戦略・機能を創出し、
ＮＡＣＣＳの価値を高める

新規事業戦略 第2の創業
更なる飛躍のための
イノベーション

総合物流情報プラットフォーム

企業価値・ブランドの向上

持続的な成長の実現

お客様・株主様への還元
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中期経営計画（2021年度～2023年度） ： 「第2の創業・更なる飛躍のための
イノベーション」

コア事業戦略

〇システムの安定運用とお客様
のサービス向上

〇総合物流情報プラットフォーム
の機能強化（デジタルプラット
フォームとの連携等）

〇次期（第7次）NACCSの開発

〇最新技術の実用化に関する具
体的な検討

〇業務状況等分析業務

〇貿易関連書類電子保管業務



港湾・空港における利便性・信頼性・経済性の高い効率的な「総合物流情報プラットフォーム」の構
築を目指します。また、他の「デジタルプラットフォーム」の状況や最新技術の動向を踏まえつつ、
関係行政機関及びお客様と意見交換を行いながら、次期（第7次）ＮＡＣＣＳの開発を進めます。

※次期（第７次）ＮＡＣＣＳ開発スケジュール

〇詳細仕様で検討をする代表的な機能
・スマホ・モバイル端末への対応
・インターネット接続（自社システム）
・AI等の最新技術の活用

７次NACCS動画 検索

第7次NACCS
基本仕様の情報
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2018年度
2019年度
2021年度
～2023年度
2025年度

更改スケジュール、基本コンセプトの検討
基本仕様の検討
ハードウェア・ソフトウェア等の調達
詳細仕様の検討
第6次ＮＡＣＣＳ システム終期
第７次NACCS システム稼働

次期（第７次）NACCSの開発



貿易関連書類
電子保管業務
（NACCS-DMS®）

業務状況等
分析業務

（輸出入申告訂正情報
の分析サービス）

その他事業

・国際物流と国際貿易の発展、ひいては我が国の国際競争力強化に

寄与するため、ＮＡＣＣＳと親和性の高い新規事業に取り組みます。

・新規事業の積極的展開により、お客様の利便性向上を図ります。

新規事業戦略の基本方針

新たなサービス
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国内外では各種「デジタルプラットフォーム」の実用化に向けた動きが活発化しており、その

普及により、近い将来、国際物流・国際貿易の省力化やコスト削減が実現することが想定さ

れます。弊社としても、他の「デジタルプラットフォーム」についての情報収集等を進めたうえ

、お客様の利便に資する連携に向けた検討を進めていきます。
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各種「デジタルプラットフォーム」との連携


